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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２６年２月１３日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２４年１１月１５日 １９時０６分ごろ 

発生場所 福岡県福岡市能
の

古島
このしま

北西方沖  

 能古島灯台から真方位３０１°１.６海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３３°３９.１′ 東経１３０°１６.６′） 

事故調査の経過  平成２４年１１月１６日、本事故の調査を担当する主管調査官（門

司事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 LU
ルー

 RONG
ロ ン

 Y U
ユィー

 SHUI
シュェイ

 189（中華人民共和国籍）、１４４トン 

９０２７１０４（ＩＭＯ番号）、HOMEY GROUP CO,. LTD.（中華

人民共和国） 

３１.７６ｍ×６.４０ｍ×２.９０ｍ、鋼 

ディーゼル機関、３３０kＷ、１９９９年８月２１日（建造） 

Ｂ 漁船 慶福
けいふく

丸、４.９トン 

   ＦＯ３－３１７１９（漁船登録番号）、個人所有 

   １１.８３ｍ（Lr）×２.７３ｍ×０.９１ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、１５３.７２kＷ、平成元年６月１０日 

   第２９０－３４８２９号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ（中華人民共和国籍） 男性 ５０歳 

船長免状（中華人民共和国発給） 

  交付年月日 ２０１２年９月１１日 

      （２０１６年１２月３１日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ３９歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日  平成７年３月３０日 

      免許証交付日 平成２１年９月３０日 

            （平成２７年３月２９日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ なし 

 損傷 Ａ 船首部外板にぺイント剝離 

Ｂ 右舷後部に擦過傷 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか７人が乗り組み、船長Ａが操船指揮を執り、一
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等航海士が操舵に当たり、能古島北西方沖を同島東方沖の検疫錨地に

向けて南東進した。 

 船長Ａは、操舵室右舷側に立ち、船首方の能古島北西方沖は漁船が

少ない場所なので、漁船はいないと思い、約９ノット（kn）の対地速

力で航行していたところ、左舷船首方の近くにＢ船の緑色全周灯及び

右舷灯を視認し、急いで一等航海士に右舵一杯を命じ、自ら機関を全

速力後進にしたが、平成２４年１１月１５日１９時０６分ごろ、能古

島北西方沖において、Ａ船の船首部とＢ船の右舷後部とが衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、底引き網漁を行い、能古島北東

方から北西方にかけて繰り返して航行しており、１８時００分ごろか

ら４回目の漁を行うため、能古島北東方から北西進してえい
．．

網を行っ

た。 

船長Ｂは、操縦席の前で立って操船に当たっていたが、船首方に船

を視認しなかったので、他船はいないと思い、網を引くロープの張り

具合を見ながら、南東進するために左転中、Ｂ船とＡ船が衝突した。 

 Ｂ船は、衝突後、左舷側に転覆し、船長Ｂは、操舵室に閉じ込めら

れたが、自力で操舵室から脱出して船腹にはい上がった。 

 船長Ａは、Ｂ船の船腹上に立って手を振っていた船長Ｂに救命胴衣

やロープなどを投げ渡し、Ａ船に収容した。 

 船長Ａは、中華人民共和国にいる関係者に事故の通報を行うととも

に、海上保安庁への通報も依頼した。 

（付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋）、付図１  Ａ船の推定航行経路

図 参照） 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 南東、風力 １、視界 良好 

海象：潮汐 上げ潮の中央期 

 その他の事項  船長Ａは、最近１０年間に毎年５～６回、福岡市博多港に入港の経

験があった。 

船長Ａは、レーダーを使用していた。 

Ｂ船は、両色灯、船尾灯、緑色全周灯の灯火を表示していた。 

Ｂ船には、レーダー及びＧＰＳプロッターが装備されていたが、船

長Ｂは、本事故発生当時、レーダーを使用していなかった。 

船長Ｂは、揚網時や漁獲物の選別時には救命胴衣を着用していた

が、えい
．．

網時には着用していなかった。 

船長Ｂは、街の灯りにより、Ａ船の灯火を視認できなかった。 

船舶自動識別装置（ＡＩＳ）の情報記録によれば、Ａ船の船位等

は、付表１のとおりであった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 
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 判明した事項の解析  Ａ船は、能古島北西方沖を南東進中、船長Ａが、能古島北西方沖は

漁船が少ない場所なので、漁船はいないと思って航行し、Ｂ船の緑色

全周灯及び右舷灯を左舷船首方に接近して初認しており、見張りを行

っていなかったことから、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、能古島北西方沖でえい
．．

網して左転中、船長Ｂが、船首方に

船を視認しなかったので、他船はいないものと思い、網を引くロープ

の張り具合を見ており、見張りを行っていなかったことから、Ａ船と

衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、能古島北西方沖において、Ａ船が南東進中、Ｂ船

がえい
．．

網して左転中、両船長が見張りを行っていなかったため、両船

が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・常時、適切な見張りを行い、周囲の船舶を早期に発見すること。 

・目視のみによる見張りに頼らず、特に、夜間においては、レーダ

ーを活用して見張りを適切に行うこと。 

・小型漁船に１人で乗って操業中は、常に救命胴衣を着用するこ

と。 

 

付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

 

時  刻 

(時:分:秒) 

北 緯 

（°-′-″） 

東 経 

（°-′‐″） 

船首方位 

（°） 

対地針路 

(°) 

対地速力 

(kn) 

18:40:28 33-40-10.6 130-12-59.4 031.0 032.7 8.8 

18:44:28 33-39-59.9 130-13-40.8 025.0 026.5 9.1 

18:46:28 33-39-53.7 130-14-01.0 018.0 021.1 8.9 

18:47:28 33-39-50.8 130-14-11.3 019.0 018.6 9.1 

19:06:28 33-39-05.2 130-16-37.0 031.0 030.8 1.2 

19:07:28 33-39-05.0 130-16-37.1 034.0 033.8 1.0 

（注）船位は、船橋上部に設置されたＧＰＳアンテナの位置である。



 

付図１  Ａ船の推定航行経路図 
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